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筑波大学博士（文学）学位請求論文 

先祖祭祀と墓制の近代―「国民的習俗」形成の宗教社会学的研究― 

 

問芝 志保 

 

論文の概要 

 

（本論の目的） 

日本の先祖祭祀と墓制はいかなる近代的な再編を遂げてきたのだろうか。本論は、明治～

昭和戦前期におけるその再編過程、すなわち先祖祭祀と墓制の近代を宗教社会学の立場か

ら明らかにすることを目的とする。 

言うまでもなく、先祖祭祀と墓制についての先行研究には膨大な蓄積がある。なかでも民

俗学や宗教社会学、近代政治思想史といった領域の研究が主に焦点化してきたのは、先祖祭

祀の固有信仰としての側面や、社会構造を基礎づける家・同族の精神的支柱としての側面、

そして明治～昭和戦前期には先祖観が天皇制支配体制確立のためのイデオロギーとして家

族国家観と接合され、国家権力から民衆へ教導された局面であった。 

そうした通説的な理解に対し、本論は、我々が自明視している先祖祭祀と墓制のあり方や

その意味は近代にこそ画期をもつ歴史的、構築的なものであり、決して固有信仰や社会構造

にのみ還元されるものでも、あるいは天皇制イデオロギーの文脈だけに封じ込められるも

のでもなかったと考える。たとえば、今日の我々は「先祖祭祀は日本の国民的習俗である」

と知っているが、この知識はいつ頃から、誰のどのような意図によって普及したのだろうか。

なぜ我々は近代に登場したはずの公園墓地や家墓に「伝統的な先祖祭祀」を読み込むのか。

本論では、こうした先祖祭祀と墓制の制度そのものだけでなく、それらに対する認識も含め

た再編過程を、日本が西洋諸国と対峙しつつ文明化という課題に取り組み、国家的アイデン

ティティを確立していくプロセスや、都市化やマスメディアの発展、ナショナリズムの興隆

などといった日本近代を特徴づける社会変動との関わりで捉えていきたい。 

本論は、日本の宗教社会学の主要テーマの一つといえる先祖祭祀と墓制研究の重厚な蓄

積をふまえつつも、近代日本にふさわしいものとして先祖祭祀と墓制がどのように「つくり

かえ」られ、語り直され、現在に至るのかという新しい視点に立ち、日本近代宗教史の一側

面の解明に寄与することを目指す。 
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（各章の概要） 

序論ではまず、上記のような本論の目的を論じたうえで、先行研究が、日本の先祖祭祀と

墓制を〈天皇制イデオロギー／固有信仰〉や〈国家権力／民衆〉の二分法で理解してきたこ

との問題性を指摘した。それに対して本論は、先祖祭祀と墓制に関する制度や言説が明治～

昭和戦前期において時代により大きく変容したことに着目し、西洋諸国から遅れた近代国

民国家化や、都市化、産業化、大衆化やマスメディアの発達といった、日本近代を特徴づけ

るさまざまな潮流のなかで、その変容過程を時代ごとに捉えていくとの立場を明示した。 

 本論Ⅰ部は全体として、明治 30 年代～大正期頃に展開された先祖祭祀論を、時代的拘束

性や、彼らの立場による拘束性という観点から再考した。 

 1 章では、明治民法起草の主査委員・穂積陳重の先祖祭祀論の同時代的意味を検討した。

陳重が明治 30 年代に、国家的課題のなかで、非西洋国である日本の近代化をアピールする

必要から、「文明国にふさわしい Ancestor Worship」の存在を西洋諸国に説明したことや、

その社会的機能や道徳的規範性を強調したことは、先祖祭祀の文明化の過程と捉えうる。 

2 章では、1 章でみたような対外発信された先祖祭祀論が、明治末期以降の国民道徳論の

なかで国内向けに論じられたことを検討した。その内容は、皇祖を国民の祖とする先祖論

（家族国家観的先祖論）のみならず、先祖祭祀を日本の国民的習俗とする文化論（〈先祖祭

祀＝国民的習俗〉論）、だからこそ実践すべきとする実践論（先祖祭祀の実践論）の三要素

で構成されていた。 

 以上Ⅰ部の考察から、先祖祭祀の近代とは国民的習俗という国家的アイデンティティへ

の再編であり、非西洋国である日本が自国の習俗を「対外発信→内面化→規範化」過程によ

って自ら立ち上げた戦略的セルフ・オリエンタリズムとして捉えられる。 

 続いてⅡ部では、明治初期～大正期の都市部における墓制の展開を論じた。 

 3 章では、明治前半期における新しい墓制（近代墓制）の成立過程とその意味を検討した。

近代墓制は、脱宗教化された墓制であり、郊外に集約された清浄・清潔な墓地、整然と並び

永久に保存され祀られる墓というイメージにより法制化され、そしてその墓制が貧富や身

分の差を問わずに全ての人に適用されたことに特徴づけられる。 

 4 章では、3 章でみた近代墓制が都市社会の現場でいかに具現化したのかを、明治～大正

期の札幌を事例に検討した。近代墓制は、単に上から強制されたのではなく、近代的生活意

識を内面化し、日々暮らす街の一部として、また成功を顕示する場として、近代的な墓地を
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求めた都市中間層に進取されたことがわかる。また、墓の視認性という概念を提示し、それ

が先祖祭祀の中核としての近代墓制の定着・普及に寄与したと論じた。 

5 章では、その近代墓制の一つの帰結として、大正期における多磨墓地誕生のプロセスを

明らかにするとともに、その実務を担った東京市公園課の技術者たちが、日本の墓地の現状

を問題視し、西洋的な墓地景観や様式を導入、いわば墓地の西洋化を目論んだことを確認し

た。これまでの諸研究でイデオロギー的祖先観などと呼ばれてきたような観念は、少なくと

もこの当時の彼らには全く意識されていなかった。 

また 5 章の補論として、昭和 9 年に東郷平八郎が埋葬された多磨墓地が聖地として表象

されるプロセスを検討した。マスメディアでその聖性や参拝客の多さが報道されたことが、

聖地表象を促進し、さらに社会的な墓地観の変革がもたらされたといえる。 

6 章では、再び東京を例に、大正末期以降に郊外に公園墓地が建設され、また関東大震災

を機に寺院墓地が特設墓地へと移行したことで、一家の遺骨をカロートに納める家族納骨

墓が誕生、定着することを明らかにし、それを近代墓制の産物として位置づけた。また、東

京の墓地づくりを担った造園家や技術者が、かつては日本の墓や墓地を散々批判していた

にもかかわらず、昭和 10 年代以降になると公園墓地や角柱型の家族納骨墓を日本精神や民

族性、伝統の体現と表象し始めることに着目した。 

以上Ⅱ部では、墓制の近代として、近代墓制が都市から実現していき、大正期～昭和戦前

期になって公園墓地や家族納骨墓という形態に帰結した過程を描いた。そして重要なのは、

西洋近代の影響を強く受けたはずの墓制が、後になって日本精神や固有信仰と結びつけら

れたことであった。 

 最後にⅢ部では、昭和期以降、急速な都市化や幾多の経済不安のなかで、家の没落が無縁

墓の増加として可視化されたり、国家的な死者の弔い方が議論されたりするという時勢の

なかで、言説レベルでナショナリズムと先祖祭祀と墓とが結合していくことを取り上げた。 

7 章では、明治と昭和の名墓巡礼を比較検討した。明治 30 年代の墓癖家は、近世以来か

ら続く趣味的行動をベースとしつつ、東京の急速な都市化や人口移動の増加などを背景に、

名墓保存運動を展開し始めた。それに対して昭和初期の掃苔家になると、ナショナリズムや

日本精神論とともに名墓の保存運動を展開するようになった。 

8 章では、昭和 5 年頃から現れた墓相学を取り上げた。墓相家らは東アジアの墓地風水の

直輸入とも、近世以来の民衆的霊供養文化とも異なる、「日本民族固有の、伝統的な、正し

い」墓の建て方を、マスメディアを活用して説いた。そうした墓の建て方の知識や規範を、
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クライアント側は、社会不安や新しい墓制の定着のなかで求めたのであった。 

 

（結論） 

以上全 8 章の考察を経て、「明治～昭和戦前期において日本の先祖祭祀と墓制がどのよう

に再編されたのか」という問いに対し、本論は次のような結論に至った。 

明治以来の変動のなかで、西洋とは異質の日本固有の習俗かつ日本固有の社会構造の基

盤として、近代国家日本にふさわしい「国民的習俗としての先祖祭祀と墓制」が新たに生み

出され、国家的アイデンティティへと昇華、自明化、社会通念化した。また大正期～昭和戦

前期には、いわゆる政府のイデオローグではなく、墓地づくりを担った技術者や、学校現場

の教育者、墓に関心を持つ市井の宗教家や趣味人など、いわば中間的存在によって、より身

近で具体的な言説、たとえば先祖祭祀意識の涵養方法や、偉人の墓の保存顕彰の仕方、自家

の墓の建て方が語られた。そこには大衆メディアの興隆や、ナショナリズムの高揚、新しい

言説や新しい墓制を積極的に進取した都市民が寄与した。こうした先祖祭祀と墓制の近代

の局面では、墓の視認性と本論が呼ぶ要素が重要な観点となった。近代都市の墓地とは、国

家にとっても、人々にとっても「可視化された先祖祭祀」であったためである。 

以上のように本論は、日本近代において、国家的アイデンティティとしての先祖祭祀論と、

その可視化としての墓が接合して、日本国民の習俗、道徳としての先祖祭祀と墓制が規範化

された過程を明らかにした。 

 

 

インターネットでの公表差し控えを求める理由 

 

学位論文の全文を含む単著を、平成 31年 12月に有限会社春風社から刊行予定である。同

社より、販売促進上の問題があることからインターネットでの公表を平成 33年 3月まで差

し控えるよう求める旨の申し出があったため、インターネットでの公表差し控えを求める。 

 

以上 

 


